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そ の 他 



周防第 号

山口県知事 様

　　　　　　　周南市長

・活動内容　（遭難者の捜索援助、道路啓開、水防、輸送、防疫等）

・ 派 遣 要 請 を 依 頼 す る 理 由

２ 派 遣 を 希 望 す る 期 間

４ そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項

集 結 地 、 ヘ リ ポ ー ト の 状 況 等

３ 派 遣 を 希 望 す る 区 域 及 び 活 動 内 容

・派遣を希望する区域

・連絡場所及び連絡職員

〔１３－１〕自衛隊災害派遣要請依頼書

自　衛　隊　の　災　害　派　遣　に　つ　い　て  (　要　請　）

自衛隊法第83条の規定により、下記のとおり、自衛隊の災害派遣要請を依頼します。

記

・災害の状況（特に派遣を必要とする区域の状況を明らかにする。）

1 災 害 の 状 況 及 び 派 遣 要 請 を 依 頼 す る 理 由

　　　年　　　月　　　日　
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周防第 号

山口県知事 様

          周南市長

　年　　　　月　　　　日　（　　）　　　　　時　　　　分

３

　　　年　　　月　　　日　

下記のとおり、自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請を依頼します。

そ　の　他

２ 撤 収 作 業 内 容

1 撤 収 要 請 依 頼 日 時

〔１３－２〕自衛隊災害派遣撤収要請依頼書

自　衛　隊　の　災　害　派　遣　部　隊　の　撤　収　要　請　に　つ　い　て

自 衛 隊 の 災 害 派 遣 を 受 け ま し た が 、 す べ て の 活 動 が 終 了 し ま し た の で

記
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〔１３－３〕災害派遣発生情報報告様式 

災 害 派 遣 発 生 情 報 

 

受理 月   日   時   分   

患者 

住        所 氏   名 性別 
生年月日 

（年 齢） 
職業 

  
男女 

  

両親 （患者が子供の場合のみ記入） 
父     

母     

 

内 容 

１ 事態の発生理由及び状況 

 ａ 病気（事故）発生日時             年  月  日  時  分 

 ｂ 病気（事故）場  所 

 ｃ 病 名 

 ｄ 医療処置状況 

 ｅ 患者の現在地 

２ 現地病院等名及び医師名 

 ｆ 病院等名                 ｇ 医師名 

３ 収容先病院等 

 ｈ 病院等名                 ｉ 場 所 

４ 派遣を要請する種類 

 ｊ ヘリコプター      機   又は   その他    機 

５ 派遣要請区間  ｋ          ～ ｌ 

６ 航空機到着場所から収容病院までの救急車の派出機関 ｍ 

７ 搭乗者 

 

 

区 分 

 

氏     名 生年月日 

（年 齢） 

 

搭 乗 区 間 

 

～ 

医 師 

 

  

看護師 

 

  

８ 付き添い 患者と 

の続柄 

氏     名 生年月日 

（年 齢） 

 

搭 乗 区 間 

 

～ 

 

 

  

 

 

  

 

９ 着陸地（災害派遣地）の状況 

(1) 着陸地の広さ 

(2) 表面の状態 

(3) 付近の障害物 

(4) 風の方向及び強さ 

(5) 著名物標の見え具合 

 



〔１３－４〕事前措置予告通知書
第 号

年 月 日

（住所）

（氏名） 様

周　　　南　　　市　　　長

事　　前　　措　　置　　予　　告　　通　　知　　書

貴所有（管理等）の施設及び物件は、災害が発生した場合、現状では災害を拡大

させる恐れがあ り 、災害対策基本法 （等 ）に基づ く事前措置の対象とな り得るので 、

下記事項に留意のうえ、災害時には適切な措置をとられるよう通知します。

記

設　備　物　件　の　名　称 数　　　量 措　置　の　方　法
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〔１３－５〕放送要請書

　

　

（ 月 日 随時 即時 ）

上　記　の　と　お　り　要　請　し　ま　す。

年 月 日

様

放　　送　　日　　時

放　　　送　　　要　　　請　　　書

項　　　目 内　　　　　　　　　　　　　容

放送要請の理由

放　　送　　事　　項

　周　　　南　　　市　　　長

系　　　　　　　　統

　　　　　（県下一円）

そ　　　の　　　他

　　　　　（テレビ･ラジオ）

　　　　　（○○地区を主体）
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〔１３－６〕生活福祉資金貸付条件一覧表 

 貸付金額の限度額（一部参考例）    平成15年4月現在              修学資金〈修学費〉 

資金の種類 貸付限度額 据置期間 償還期限   自   宅 自 宅 外 

更正資金   

高

等

学

校 

国

公

立 

1年 18,000円以内 23,000円以内 

生 業 費 1,410,000円 1年以内 7年 2年 18,000円以内 23,000円以内 

支 度 金 100,000円 6月 6年 3年 17,000円以内 22,000円以内 

技能習得費 

技能習得期間が6ヶ月以内  918,000円 
期間終了

後  6月 
6年 

私

立 

1年 30,000円以内 35,000円以内 

技能習得期間が6ヶ月以上 3年以内 

月153,000円 

2年 30,000円以内 35,000円以内 

3年 29,000円以内 34,000円以内 

障害者更正資金   

高

等

専

門

学

校 

国

公

立 

1年 21,000円以内 22,500円以内 

生 業 費 1,410,000円 1年 9年 2年 21,000円以内 22,500円以内 

支 度 金 100,000円 6月 8年 3年 20,000円以内 21,500円以内 

技能習得費 

技能習得期間が6ヶ月以内  918,000円 
期間終了

後  1年 
8年 

4年 43,000円以内 49,000円以内 

技能習得期間が6ヶ月以上 3年以内 

月153,000円 

5年 42,000円以内 48,000円以内 

私

立 

1年 32,000円以内 35,000円以内 

福祉資金               300,000円 6月 3年 2年 32,000円以内 35,000円以内 

住宅資金              1,500,000円 6月 6年 3年 31,000円以内 34,000円以内 

修学資金  ※修学費は右記参照   4年 51,000円以内 58,000円以内 

就学支度費 

※自宅通学 

◆高校 

 公立 …………………………  75,000円 

 私立 ………………………… 290,000円 

◆高専 …………………………  75,000円 

◆短大・大学 

 国公立 ……………………… 380,000円 

 私立 ………………………… 450,000円 

卒業後 

   6月 
20年 

5年 50,000円以内 58,000円以内 

短

期

大

学 

国

公 

1年 44,000円以内 50,000円以内 

2年 44,000円以内 50,000円以内 

私

立 

3年 52,000円以内 59,000円以内 

4年 52,000円以内 59,000円以内 

大 

 

 

学 

国

公

立 

1年 44,000円以内 50,000円以内 

2年 44,000円以内 50,000円以内 

就学支度費 

※自宅外通学 

◆高校 

 公立 …………………………  85,000円 

 私立 ………………………… 300,000円 

◆高専 …………………………  85,000円 

◆短大・大学 

 国公立 ……………………… 380,000円 

 私立 ………………………… 450,000円 

卒業後 

   6月 
20年 

3年 43,000円以内 49,000円以内 

4年 43,000円以内 49,000円以内 

私

立 

1年 53,000円以内 63,000円以内 

2年 53,000円以内 63,000円以内 

3年 52,000円以内 62,000円以内 

4年 52,000円以内 62,000円以内 

※高等学校には専修学校高等課程を、短期大学には 

 専修学校専門課程を含みます。 療養・介護資金   

療 養 費 

療養期間が1年以内    1,506,000円 最終貸付

日から 

   6月 

5年 療養期間が1年以上6ヶ月以内 

             2,304,000円 

介 護 費 

介護サービス期間が1年以内1,736,000円 最終貸付

日から 

   6月 

5年 介護サービス期間が1年以上6ヶ月以内 

             2,354,000円 

緊急小口資金                              50,000円    2月   2月 

災害援護資金              1,500,000円    1年    1年 

※一部参考例なので、貸付対象・貸付限度額・貸付期間・償還期限・貸付金利子等の 

 詳細や条件については各市町村社会福祉協議会までお問合せください。 
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〔１３－８〕山口県災害見舞金支給要綱 

１ 目 的 

  この要綱は、災害によるり災等に対する災害見舞金（以下「見舞金」という。）の支給に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

２ 定 義 

  この要綱において「災害」とは、次に掲げることにより被害が生ずることをいう。 

 (１) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象 

 (２) (1)以外であって大規模火災等知事が特に認める事象 

３ 見舞金の支給 

  県は、県内において発生した災害に係る次のり災者に対し、別表に定める額の見舞金を

支給する。 

 (１) 災害により住家が全壊、全焼又は流失した世帯に係るり災者 

 (２) 災害により住家が半壊、半焼した世帯に係るり災者 

 (３) 災害により死亡者が生じた場合、その遺族 

 (４) 災害により負傷者（重傷）が生じた場合、本人 

 (５) この要綱における、「世帯」、「住家」、「住家の被害程度」、「死亡」及び「重傷」の認

定については、昭和 43 年 6 月 14 日付け結審第 115 号内閣総理大臣官房審議室長通達の

統一基準によるものとする。 

４ 災害による死亡の推定 

  災害の際現にその場に居合わせた者につき、当該災害のおさまった後３か月間その生死

がわからない場合には、この要綱の適用については、その者は、当該災害によって死亡し

たものと推定する。 

５ 支給の制限 

  見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。 

 (１) 住家の全壊、全焼又は流出及び半壊又は半焼の場合 

   ア り災者が、被災家屋を河川敷、急傾斜地崩壊危険区域等に適法な手続を経ずに建

築したものであるとき。 

   イ り災者が、被災家屋に不法に居住を開始したものであるとき。 

   ウ その他知事が見舞金の支給を適当でないと認めるとき。 

 (２) 災害による死亡又は重傷の場合 

   ア 死亡者の遺族又は重傷者が、他の法令又はこれに準ずる規定により同趣旨の見舞

金の支給を受けるとき。 

   イ 当該死亡又は重傷が、その者の故意又は重大な過失による場合であるとき。 

   ウ 災害に際し、市町長又はその他の権限ある者の避難の指示に従わなかったこと、

その他の特別の事情があるため、知事が見舞金の支給を適当でないと認めるとき。 

  

   附  則 

１ 施行期日 

  この要綱は、昭和 61 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 要綱の廃止 

 「災害り災者に対する見舞金支給要綱」（昭和 58 年 10 月 18 日付け社会第 834 号山口県民

生部長通知）は廃止する。 

３ 経過措置 
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  昭和 61 年 3 月 31 日までに発生した災害に係る見舞金の支給については、なお従前の例

による。 

 

 附  則 

 この要綱は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 附  則 

 改正後の要綱は、平成 17 年 9 月 6 日から適用する。 

 

 附  則 

 改正後の要綱は、平成 18 年 3 月 20 日から適用する。 

 

 別 表 

区    分 金    額 

住家の全壊、全壊又は流出 １世帯につき     １００，０００円 

住家の半壊又は全焼 １世帯につき     １００，０００円 

死   亡 死亡者１人につき    １００，０００円 

重 傷 者 重傷者１人につき    ５０，０００円 

 
(注) ５の(２)のアの「他の法令又はこれに準ずる規定により同趣旨の見舞金」とは、災害

弔慰金等であり、県内の市町が独自に支給する見舞金は含まない。 
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〔１３－９〕周南市災害見舞金支給要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害を受けた市民の援護に資するため、災害見舞金又は弔慰金（以下「見舞金」とい

う。）を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然災害又は故意若しくは重大な

過失によらない火災若しくは爆発事故による被害をいう。 

(２) 市民 災害を受けた当時、周南市の区域内に住所を有している者をいう。 

(３) 世帯 市民が現実に生計を一にしている事実上の生活単位をいう。 

(４) 住家 市民が現実に居住のために使用している建物をいう。 

(５) 全壊、全焼又は滅失 住家の損壊、焼失又は滅失した部分が延床面積の70パーセント以上に達し

た状態をいう。 

(６) 半壊又は半焼 住家の損壊又は焼失した部分が延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の

状態をいう。 

(７) 準半壊又は準半焼 住家の損壊又は焼失した部分が延床面積の10パーセント以上20パーセント未

満の状態をいう。 

(８) 床上浸水 住家の床の上まで浸水が達した状態をいう。 

(９) 重傷 全治30日以上の負傷をいう。 

（見舞金の支給） 

第３条 前条第１号に規定する災害を受けたときは、別表に定める見舞金を世帯主又はその世帯の生計維

持者（以下「世帯主等」という。）に支給する。ただし、世帯主等が死亡した場合は、その遺族又は葬祭を

行う者に支給する。 

（支給の制限） 

第４条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。 

(１) 死亡者の遺族等が、他の法令又はこれに準ずる規定により同趣旨の見舞金の支給を受けるとき。 

(２) 当該災害又は災害による死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。 

(３) 産業災害及び交通災害によるもの 

（支給の手続） 
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第５条 市長は、災害が発生した場合は、係員を現地に派遣し、災害の状況を調査させ、被害者が支給対

象者に該当すると認めるときは、見舞金を支給する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成15年４月21日から施行する。 

附 則（平成22年６月22日） 

この要綱は、平成22年６月22日から施行する。 

附 則（令和６年８月７日要綱第102号） 

この要綱は、令和６年８月７日から施行する。 

別表（第３条関係） 

見舞金一覧 

項目 単位 見舞金の額 

死亡者 １人につき 10万円

重傷者 １人につき ２万円

住家の全壊、全焼又は滅失 １世帯につき ５万円

住家の半壊又は半焼 １世帯につき ３万円

住家の準半壊又は準半焼 １世帯につき １万円

住家の床上浸水 １世帯につき １万５千円
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〔１３－１０〕周南市○○地区防災計画（例） 

１ 目的 

 この計画は、○○地区自主防災組織の防災活動に必要な事項を定め、もって、地震その他 

の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。 

２ 計画事項 

 この計画に定める事項は、次のとおりとする。 

 (1) 自主防災組織の編成及び任務分担に関すること 

(2) 防災知識の普及に関すること 

(3) 災害危険の把握に関すること 

(4) 防災訓練に関すること 

(5) 情報の収集伝達に関すること 

(6) 避難に関すること 

(7) 出火防止、初期消火に関すること 

(8) 救出・救護に関すること 

(9) 給食・給水に関すること 

(10) 避難行動要支援者対策に関すること 

(11) 他組織との連携に関すること 

(12) 防災資器材等の備蓄及び管理に関すること 

３ 自主防災組織の編成及び任務分担 

 災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、また、平常時の活動をより円滑に行

うため次のとおり防災組織を編成する。 

 （※ 班編成に関しては、別紙第１参照） 

４ 防災知識の普及・啓発 

 地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及・啓発を行う。 

 (1)  普及啓発事項は次の通りとする。 

  ① 防災組織及び防災計画に関すること 

  ② 地震、風水害等についての知識（初動対応含む）に関すること 

  ③ 家庭における耐震化、家具の転倒防止に関すること 

④ 家庭における食料等の備蓄に関すること 

  ⑤ その他防災に関すること 

 (2) 防災知識の普及・啓発方法は次のとおりとする。 

  ① 広報誌、インターネット、パンフレット、ポスター等の配布 

  ② 座談会、講演会、映画会等の開催 

  ③ パネル等の展示 

 (3) 実施時期   

  火災予防運動期間、防災の日等防災関係諸行事の行われる時期に行うほか、他の催し物

に付随する形式で随時実施する。 

５ 地域の災害危険の把握 

 災害予防に資するため、次により地域固有の防災問題に関する把握を行う。 

 (1) 把握事項 

  ① 危険地域・区域等 

  ② 地域の防災施設・設備 

  ③ 地域の災害履歴、災害に関する伝承 



13-10-2 

  ④ 大規模災害時の消防活動 

 (2) 把握の方法 

  ① 周南市地域防災計画 

  ② 座談会、講演会、研修会等の開催 

  ③ 災害記録の編纂 

６ 防災訓練 

 大地震等災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に行える 

ようにするため、次により防災訓練を実施する。 

 (1) 訓練の種別 

  訓練は、個別訓練・総合訓練、体験イベント型訓練及び図上訓練とする。 

(2) 個別訓練の種類 

 ① 情報収集・伝達訓練 

 ② 消火訓練 

 ③ 救出・救護訓練 

 ④ 避難訓練 

 ⑤ 給食・給水訓練 

 ⑥ その他の訓練 

(3) 総合訓練 

 総合訓練は、２以上の個別訓練について総合的に行うものとする。 

(4) 体験イベント訓練 

 防災を意識せずに災害対応能力を高めるために行うものとする。 

(5) 図上訓練 

 実際の災害活動に備えるために行うものとする。 

(6) 訓練実施計画 

 訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成する。 

(7) 訓練時期及び回数 

 ① 訓練は、原則として春季及び秋季の火災予防運動期間中並びに防災の日に実施する。 

 ② 訓練は、総合訓練にあっては年○回以上、個別訓練にあっては随時実施する。 

７ 情報の収集・伝達 

 被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集・伝達を次

により行う。 

 (1) 情報の収集・伝達 

  情報班員は、地域内の災害情報、防災関係機関及び報道機関等の提供する情報を収集す 

るとともに、必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関等に伝達する。 

(2) 情報の収集・伝達の方法 

 情報の収集・伝達は、電話、テレビ、ラジオ、インターネット、有線放送、携帯無線機,

伝令による。 

８ 出火防止及び初期消火 

 (1) 出火防止 

  大地震等においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、出火防止の

徹底を図るため、毎月○日を「防災の日」とし、各家庭においては、主として地魏の事項

に重点をおいて点検整備する。 

  ① 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況 

  ② 可燃性危険物品等の保管状況 
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  ③ 消火器等消火用資機材の整備状況 

  ④ その他建物の危険箇所の状況 

(2) 初期消火対策 

 地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期消火ができるようにするた

め、次の消火用資機材を配備する。 

 ① 可搬式（小型）動力ポンプの防火水槽付近への配備 

 ② 消火器、水バケツ、消火砂等の各家庭への配備 

９ 救出・救護 

 (1) 救出・救護活動 

  建物の倒壊、落下物等により救出・救護を要する者が生じたときは、直ちに救出・救護

活動を行う。この場合、現場付近の者は救出・救護活動に積極的に協力する。 

(2) 医療機関への連絡 

 救出・救護班員は、負傷者が医師の手当てを要するものであると認めた時は、次の医療

機関又は防災関係機関の設置する応急救護所に搬送する。 

 ① ○○町○○病院 

 ② ○○町○○診療所 

 ③ ○○町○○保健所 

(3) 防災関係機関の出動要請 

 救出・救護班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めた時は、防災関係機関

の出動を要請する。 

10 避難 

火災の延焼拡大等により、地域住民の人命に危険が生じ又は生じるおそれがある時は、次 

により避難を行う。 

(1) 避難誘導の指示 

 周南市長の避難指示が出た時又は、自主防災組織会長が必要であると認めた時は、自主

防災組織会長は、避難誘導班に対し避難誘導の指示を行う。 

(2) 避難誘導 

 避難誘導班員は、会長の避難誘導の指示に基づき、地域住民を周南市指定緊急避難場所

に誘導する。 

(3) 避難経路及び指定緊急避難場所 

 ① ○通り、ただし、○通りが通行不能の場合は△通り 

 ② ○○公園又は○○学校 

(4) 指定避難所の管理・運営 

 災害時における避難所管理・運営については、市役所の要請により協力するものとする。 

11 給食・給水 

 指定避難所等における給食・給水は、次により行う。 

 (1) 給食の実施 

  給食・給水班員及び物資配分班は、市から配布された食糧、地域内の家庭又は米穀類販

売業者等から提供を受けた食料等の配分、炊出し等により給食活動を行う。 

(2) 給水の実施 

 給食・給水班員及び物資配分班は、市から配分された飲料水、水道、井戸等により確保

した飲料水により給水活動を行う。 
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12 避難行動要支援者対策 

 (1) 避難行動要支援者名簿の整備、マップ等の作成 

  災害時に避難状況を把握するため、行政、社会福祉協議会、民生委員、児童委員、訪問

介護員、ボランティア、自治会等と連携して入手した避難行動要支援者名簿及びマップ等

整備し、定期的に更新する。 

(2) 避難行動要支援者の避難誘導、救出・救護等の検討 

 避難行動要支援者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等について、予め 

検討し訓練等に反映させる。 

13 他組織との連携 

 防災訓練や災害時の応急活動については、他の自主防災組織や災害ボランティア団体等と

連携を図るものとする。 

14 防災資器材等 

 防災資器材を計画的に整備し、定期的に点検・管理を行う。 

 

班編成（例） 

編成班名 

 

日常の役割 

 

災害時の役割 

総 務 班 
全体調整 

避難行動要支援者の把握 

全体調整 

被害・避難状況の全体把握 

情 報 班 
情報の収集・伝達 

広報活動 

状況把握 

報告活動 

消 火 班 
器具点検 

防火広報 
初期消火活動 

救出・救護班 資器材調達・整備 負傷者等の救出、救護活動 

避難誘導班 避難路（所）・標識点検 住民の避難誘導活動 

給食・給水班 器具の点検 
水・食料等の配分 

炊出し等の給水・給食活動 

連絡調整班 
近隣の自主防火組織、他機関 

団体との事前調整 
他機関団体との調整 

物資配分班 個人備蓄の啓発活動 物資配分、物資需要の把握 

清 掃 班 ごみ処理対策の検討 ごみ処理の指示 

衛 生 班 仮設トイレの対策検討 防疫対策、し尿処理 

安全点検班 危険箇所の巡回・点検 二次災害軽減のための広報 

防犯・巡回班 警察との連絡体制の検討 防犯巡回活動 

応急修繕班 資器材、技術者との連携検討 応急修理の支援 

 


